
 

 

 

 

 

在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅を
訪問して医薬品服薬の指導及び管理のお⼿伝いをさせていただく
ことができます。在宅での管理状況が改善されれば中⽌すること
もできますので短期間のご利⽤も可能です。ご希望される場合お
申し出下さい。（担当医師の了解と指⽰等が必要となります） 

＜在宅患者訪問薬剤管理指導料＞ 

１．単⼀建物診療患者が１⼈の場合      ６５０点／回 

２．単⼀建物診療患者が２〜９⼈の場合  ３２０点／回 

３．１及び２以外の場合         ２９０点／回 

 ４．情報通信機器を⽤いた場合      ５９点／回 

 

当薬局の⾏っている訪問薬剤管理指導について 
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